
安全を守る仕組み02

安全管理体制
安全管理規程を定め、以下の体制により、計画（PLAN）→実行（DO）→確認（CHECK）→改善（ACTION）の

PDCAサイクルを確実に回し、継続的に改善を行い、輸送の安全確保に努めています。

社長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する。

乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、乗務員の資質の保持に関する事項を管理する。

安全統括管理者の指揮の下、列車の運行、乗務員の資質の保持、その

他運転に関する業務を統括管理する。
運転管理者

安全統括管理者の指揮の下、各部門において、輸送の安全確保に支障

を及ぼさないよう担当施設などを維持管理する。
他の管理者及び責任者

社 長

役 員

都市交通事業本部長

都市交通事業本部副本部長

（安全統括管理者：取締役）

都市交通計画部長
（投資財務要員責任者）

運輸部長等
（運転管理者）

技術部長等
（土木施設管理者）

技術部長等
（電気施設管理者）

技術部長等
（車両管理者）

運転係長
（乗務員指導管理者）

運転係長
（乗務員指導管理者）

運転係長
（乗務員指導管理者）

神戸線運輸課長 宝塚線運輸課長 京都線運輸課長
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各種検討部会

ヒューマンエラーに関する検討部会、ヒヤリ

ハットや事故の芽等、リスク検討作業部会等

全社安全管理推進委員会（年4回）

社長～各管理者が、安全に関する審議・報告・その他意思決定

本部安全管理推進委員会（月1回）

安全統括管理者～各部門課長が、安全に関する審議・報告・その他意思決定

マネジメントエリア
ミーティング

現場レベルでの、

部門横断型に情報を

連携する会議

運転保安向上検討会

部門横断的に安全に関する

取組について検討

各部門

安全管理推進委員会

各部門内で全社・本部安全管理

推進委員会の内容落とし込み

部門内の安全に関する検討等

事故防止対策検討会

本部または各部門において

事故防止について検討する会

情報の流れ

安全を守る仕組み02

安全管理推進委員会

輸送の安全に関する様々な案件の審

議･検討･報告などは、安全管理推進

委員会において行っており、社長が委

員長を務める全社安全管理推進委員

会と安全統括管理者が委員長を務め

る本部安全管理推進委員会、および

部門別の安全管理推進委員会があり

ます。また、部門横断的に様々な検討

を行う運転保安向上検討会を設置し

ているほか、現業部門においても運輸・

土木・電気・車両の各部門が横断的に

意見や情報を交換する場としてマネジ

メントエリアミーティングを定期的に

開催しています。

事故やトラブル等の再発防止に向けた取組

内部監査の実施

社長や安全統括管理者に対して内部監査を行い、1年間の

安全に関する取組について客観的視点を交えて振り返り、

次年度の安全計画に反映させています。また、各管理者に

対しても内部監査を行い、各部門での安全に係る取組につ

いてチェックしています。内部監査での指摘事項等は、次

年度の内部監査で改善されているかどうかチェックするこ

とで、スパイラルアップに努めています。

事故防止対策検討会

事故や事故のおそれのある事態・災害が発生した場合、再

発防止や被害の拡大防止を目的として、事故防止対策検

討会を開催し、直ちに対策を策定します。また、当社以外

で発生した事故や災害でも、当社で同様の事象が発生す

るおそれがある場合には、当社の事故と同様に事故防止

対策検討会を開催し、対策を検討します。

ヒヤリハット情報等の活用

事故やインシデントに至らない軽微な事象を｢ヒヤリハット｣と

して抽出・分析を行い、対策を検討することで事故やインシ

デントの防止に努めています。運転部門では、ヒヤリハットの分

析や対策を検討する危険予知（KY）活動を続けています。社

員が経験したヒヤリハットを毎月集約し、KY会議で検討した

対策を｢KY新聞｣にまとめて掲示することで、事故の再発防止

を図っています。その他の部門でも、同様にヒヤリハット事象

等を抽出し、事故やトラブルの防止に役立てています。
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経営トップ、安全統括管理者から現業部門への関わり

経営層も週に複数回、出勤時に列車

運転台に添乗し、列車運行の実態

把握に努めています。

経営トップである社長及び都市交

通事業本部長（安全統括管理者）

が、現業部門の巡視を行い、各設備

や業務の状況を確認・把握を行いま

す｡また、社員との意見交換の場を

設け、一つ一つの意見や質問に対し

て丁寧に答えるとともに経営トップ

自らが直接社員に対して、メッセー

ジを伝えています。加えて、日常から

できるだけ列車の運転台に添乗す

ることで、経営層も安全を守る一翼

を担っている意識を強く持つよう努

めています。

社長巡視

❶各種運動期間中の巡視

本部長（安全統括管理者）巡視

● 春の全国交通安全運動（ラッシュ視察）　4月

● 秋の全国交通安全運動　9月、10月

❷その他の巡視

● 現業課長・係長との懇談　5月、6月　

社長による意見交換、現場視察

本部長(安全統括管理者)による意見交換、現場視察

社長出勤時の添乗

● 神戸線・宝塚線・京都線　　上期（6月・7月）、下期（11月・12月）
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日常の運転台添乗03
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